
仕 様 書 

 

本仕様書は、山武郡市広域行政組合（以下「発注者」という。）が請負者

（以下「受注者」という。）に発注する山武郡市振興センター受変電設備変

圧器更新工事に適用する。 

 

１ 概 要 

⑴  工事目的 

本工事は、山武郡市振興センターキュービクル内に設置されている使用

中の高圧配電盤変圧器に低濃度ＰＣＢが使用されていることから、当該低

濃度ＰＣＢ含有電気工作物を適切に処分するため、変圧器の更新工事を行

うことを目的とする。 

⑵ 工事名 

山武郡市振興センター受変電設備変圧器更新工事 

⑶ 工事場所 

千葉県東金市東岩崎１番地１７ 山武郡市振興センター 

⑷ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和７年１１月３０日まで 

⑸ 工事時期 

発注者が指定する土曜日（１日） 

⑹ 関係法令等の遵守 

本工事の遂行にあたっては、関係する法令を遵守すること。 

 

２ 雑則等 

⑴ 適用範囲 

本仕様書は、工事の基本的内容について定めるもので、本仕様書に明記

されていない事項であっても工事の目的達成のために必要な工事、調査、

協議、又は工事実施の上で当然必要と思われるものについては、原則とし

て受注者の責任において実施するものとする。 

ただし、発注者及び受注者とも事前に予知できない事項、多額の出費を

伴うような工事等については、発注者と受注者が協議の上決定するものと

する。 

⑵ 疑 義 

受注者は本仕様書に不備や疑義が生じた場合は、発注者と十分協議の上、

遺漏のないよう工事を行うものとする。 

⑶ 検 査 

本工事は、発注者の検査合格をもって完了とする。 



 

 

 

３ 工事管理 

受注者は本工事実施に際して、次の事項を遵守すること。 

⑴ 資格を必要とする作業 

資格を必要とする作業は、それぞれの有資格者を持って作業をしなけれ

ばならない。 

⑵ 工事用電力及び用水 

工事施工に必要な電力及び用水は、発注者が提供する。 

⑶ 安全管理 

受注者は、工事の施工に当たっては常に細心の注意を払い、労働安全衛

生法（昭和４７年法律第５７号）等関係法令を遵守し、公衆及び従業員の

安全を計らなければならない。 

また、本工事作業中に発生した事故等は全て受注者が責任をもって解決

すること。 

⑷ 現場管理 

本工事は、庁舎全体を停電させて施工するため、業務に支障のないよう

事前に発注者と十分協議の上、計画書を作成すること。 

また、工事に際して機械設備の運転や構造物内の調整が必要になった場

合は、その都度、発注者と受注者が協議し機械設備等の運転操作を依頼す

ること。 

停電復電作業及びこれに付随する検査は、発注者の指定する電気主任技

術者が行うものとし、検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく補修又

は改造して、再度検査を行うものとする。 

 

４ 資料の貸し出し 

⑴ 本工事実施のために必要な図面及び関係資料等は、受注者の要望があれ

ば、発注者が受注者に貸与するものとする。 

⑵ 受注者は資料等の貸与を受ける場合は、そのリスト等を作成し、発注者

の承認を受けることとする。また、貸与された資料は用務終了後速やかに

返却すること。 

 

５ 報 告 

  受注者は、発注者から工事進捗状況等、工事の適正な確保を図るために必

要な事項について報告を求められた時は、速やかに報告するものとする。 

 

６ 保証期間 

本工事の完成引き渡し後において１年間を保証するものとし、この保証期

間中は、災害等の特別な事由を除き構造上及び機能上の支障が発生した場合、



 

 

受注者の責任において修理の処置を講ずるものとする。 

 

７ 工事内容 

⑴ 工事範囲：高圧配電盤変圧器の更新 

三相高圧トランス 3φ3W 6600/210V 150KVA １台 

⑵ 施工方法 

  ア 施設全停電 

  イ 既設トランス撤去 

  ウ 新規トランス取付 

  エ 復電 

  オ 試運転調整 

⑶ その他 

  ア 復電後、試運転を行い運転状況の確認をすること。 

イ 既設トランスについては、低濃度ＰＣＢ含有電気工作物であるため、

撤去後、発注者が指定する処理業者の車両に積み込み引渡すこと。 

  ウ 本工事によって発生したトランス以外の廃材、取替撤去部品の運搬及

び処分を適正に行うこと。 

 

８ 提出書類 

  受注者は、施工前並びに完成に当たり次の書類等を提出するものとする。 

⑴ 施工前提出書類 

ア 着手届            １部 

イ 工程表            １部 

ウ 現場代理人届         １部 

エ 主任技術者届         １部 

 ⑵ 完了後提出書類 

ア 完了届            １部 

イ 完了検査願          １部 

ウ 報告書類(記録写真含む)    １部 

エ その他、発注者が指示するもの 


